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○日時 令和５年４月７日  午前10時00分開会

○場所 議場

○議件

１． 水道料金領収書の誤表記について

２． 能取湖ホタテ稚貝のへい死について

─────────────────────

○出席委員（８名）

委 員 長    小田部   照

副 委 員 長    山 田 庫司郎

委 員    栗 田 政 男

            立 崎 聡 一

            永 本 浩 子

            平 賀 貴 幸

            古 田 純 也

            村 椿 敏 章

───────────────────────

○欠席委員（０名）

───────────────────────

○委員外議員（３名）  石 垣 直 樹

            井 戸 達 也

            松 浦 敏 司

───────────────────────

○傍聴議員（０名）   

───────────────────────

○説明者

副 市 長    後 藤 利 博

農林水産部長    川 合 正 人

水 道 部 長    柏 木   弦

水産漁港課長    渡 部 貴 聴

営業経営課長    佐々木 修 司

○事務局職員

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏

次 長    石 井 公 晶

総 務 議 事 係    山 口   諒

午前10時00分開会

○小田部照委員長 おはようございます。

ただいまから、総務経済委員会を開会いたしま

す。

今回の委員会では、所管事務調査について協議い

たします。

それでは、議件１、水道料金領収書の誤表記につ

いて説明を求めます。

○後藤利博副市長 水道料金領収書の誤表記につい

て説明をさせていただきます。

水道料金並びに下水道料金の３月分請求に係る納

付済みの領収書につきまして、領収額の内訳であり

ます消費税課税対象額並びに消費税額の数値に誤り

がございました。

また、５月請求予定額において、一定基準を超え

て使用されている方の請求予定額に誤りがあること

が判明をいたしました。

該当される方々には、正しい金額を表記した上下

水道使用水量料金のお知らせ票を改めて発送させて

いただきます。

今後は再発防止に向け、万全を期すとともに、職

場のチェック機能の強化を行ってまいります。

関係する皆様をはじめ、市民の皆様に大変な御迷

惑と御心配をおかけしましたことに、深くお詫びを

申し上げます。

どうも申し訳ございませんでした。

○佐々木修司営業経営課長 資料１号、併せて別紙

を御覧いただきたいと思います。

水道料金等領収書の誤表記について御説明いたし

ます。

このたび、「上下水道使用水量、料金お知らせ

票」に記載の、「領収書内容」と「請求予定額」に

ついて、誤った金額を表記していたことが判明いた

しました。

このような事態を招いたことを深く反省するとと

もに、再発防止に努めてまいります。

１．判明の経緯と誤表記の内容についてですが、

（１）領収書内容の誤表記について、令和５年４月

５日水曜日午後３時頃、市民からの問合せにより誤

表記が判明いたしました。内容は、領収金額の内訳

において、消費税対象金額と消費税額に誤りがあっ

たものです。

対象件数は、４月３日から５日の間に検針を行っ

た4,919件のうち、口座振替による納入2,805件で

す。

（２）請求予定額の誤表記についてですが、令和
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５年４月６日木曜日、（１）の件、（１）の誤表記

についてプログラムを修正する中で新たな誤表記が

判明いたしました。内容は、５月の請求予定額にお

いて、家事用の４月検針時の水道水量が６立方メー

トル及び７立方メートルの方について誤った表記を

していたものです。

対象件数は、４月３日から５日の間に検針を行っ

た4,919件のうち460件です。

２．誤表記の原因ですが、２つの事例はプログラ

ム修正のミスによるもので、４月５日水曜日のうち

に正しく修正し、４月６日木曜日以降の検針より正

しい表記に改めました。

誤表記の対象の方には、４月14日（金）以降、正

しい金額を表記した「上下水道使用水量、料金お知

らせ票」を改めて郵送いたします。

なお本件は、帳票記載の額を誤表記していたもの

であり、口座から誤った金額を引き落とした事例は

ございません。

３．再発防止に向けた対策ですが、プログラム修

正の際には、現在２名で行っているテストデータの

確認を４名体制にするとともに、確認データ数を増

やすなどのチェック機能の強化を図ってまいりま

す。

説明は以上です。

○小田部照委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いませんか。

○平賀貴幸委員 確認させていただきたいと思いま

す。

これ最初のプログラム修正っていうのはいつ行わ

れたものなんですかね。

○佐々木修司営業経営課長 プログラム修正につき

ましては令和４年度、システムの老朽化等によりま

して更新作業を行っておりました。

それが、３月下旬までの間において更新作業を行

っていたところに、インボイスの関係を追加、それ

から減免の関係の追加、その作業を同時に行ってい

た状況になります。

○平賀貴幸委員 そうすると、４月１日から新しい

プログラムで検針が始まったんですけれども、これ

を見ると３日から５日の間のものだけってなってい

るのですけれども、１日、２日のものは何で大丈夫

なんですかね。

○佐々木修司営業経営課長 検針を実際に開始した

のが４月の３日ということでございます。

○平賀貴幸委員 それなら、理解しました。

この期間に判明してかえってよかったなというふ

うに思いますけれども、これプログラムの修正って

いうのは職員さんがやることになっているんです

か、それとも事業者さんがやるんですか。

○佐々木修司営業経営課長 委託業者のほうにお任

せして成果物の確認を行うような形でございます。  

○平賀貴幸委員 そうすると、今回は成果物自体に

ミスがあったんだけれども、その確認チェック業務

分をうまくできなかったことが原因で発生してしま

ったということになるので、そこは製作事業者さん

というよりも市のチェック体制に問題があったので

この再発防止に向けた対策っていうことなんです

ね。

これ、２名体制で行っている確認体制を４人体制

にすることで、単純に人の目が強化されるからチェ

ック機能が上がるっていうふうに理解していいです

か。そのための対策なのでしょうか。

○佐々木修司営業経営課長 今回のチェック機能が

働かなかった原因につきましては、私も含めまし

て、職員の意識の部分の問題も大きいというふうに

認識しております。思い込みですとか先入観ですと

か、他者への依存などといった、そういった面の改

善も直ちに取り組むという状況に併わせまして、掲

載させていただいた対応も併せて行って、取り組ん

でいきたいというふうに考えております。

○平賀貴幸委員 単純にチェックする人を増やせば

ミスの確率は下がる、これは理解できるんですけれ

ども、チェックの形をシステム化しない限り、また

起きる可能性がいっぱいあると思うんですよね。ど

のパターン、こういろんな複数のパターンを印刷し

て、誤表記が起きないかっていうのをやるんだと思

うんですけれども、必ずそのどんなパターンを印刷

するとかっていうのは何かマニュアル化して、シス

テム化してチェックできる形になっているんでしょ

うか、現状。

○佐々木修司営業経営課長 マニュアル化は、正

直、現状ではなっておりませんので、そのとき、更

新時期に想定されるケースに関して、テストデータ

を入力してサンプルでチェックしていく形になって

おります。

今後につきましては、今事例を発症したようなも

のも含めて記録して、チェック体制に含め、またサ

ンプル数等も増やして強化を図っていきたいという

ふうに考えております。

○平賀貴幸委員 理解いたしました。
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再発防止に向けた対策にそこは加えていただける

というふうに思っていいんだと思いますので、マニ

ュアルとか、そのチェックのための仕組みをしっか

りつくっておくことのほうが人数を増やすことより

は恐らく再発防止につながると思いますから、ぜひ

そこは進めていただきたいと思います。

こうした事例が市民の信頼を損なってしまった

ら、やはり大変なことになるんだと思いますので、

一つ一つの業務、ぜひ気をつけながら進めていただ

きたいと思います。

私から以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。

○永本浩子委員 今、平賀委員の質問で大体の流れ

はよくわかったところなんですけれども、先ほど最

初のときに、今回の３月下旬でインボイスの対応と

か、減免の対応等々とかでこのプログラムの修正を

行った際にちょっと間違いが生じたというようなお

話があったんですけれども、やはり、この何か新し

いことを取り入れたときに、このプログラムを修正

するということで、そういうときにこういう誤りが

生じる可能性があるという捉え方でよろしかったの

でしょうか。

○佐々木修司営業経営課長 プログラム修正の際に

はですね、常にそういったことが起こり得るという

ふうに認識しております。

今回、システムそのものを更新したという中で、

併せてインボイス対応等を行ったということでござ

います。

○永本浩子委員 ちょっとインボイスということ

で、作業自体も大変な中だったかと思うんですけれ

ども、今後またこういうプログラムの修正が行われ

る機会というのは、どういったところが想定される

のでしょうか。

○佐々木修司営業経営課長 現状、業務を進めてい

く中で細かい修正というのは、随時発生しています

し、今後も出ていくことになると思います。

ただ、大きな料金システムの更新となりますと、

ＯＳとの関係もありますけれども７、８年程度、老

朽化に併せて、更新をしていく形になるのではとい

うふうに考えております。

○永本浩子委員 大きなものは７、８年後ぐらいで

はないかということで、普段も小さな修正はある可

能性があるということを確認させていただきまし

た。

４名体制にしてやりながらまた、よりよい効果的

なやり方等もしっかり取り組んでいただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○山田庫司郎委員 御説明がありまして、謝罪もあ

ったわけですが、本当はあってはならないことだと

いうことは大前提です。

ただ、今説明があったように、プログラムの更新

も含めてですね、いろいろと複雑だった状況がきっ

とあったんだろうというふうに思いますが、ただあ

ってはならないことなんですが、ちょっと内容を確

認をさせていただきたいと思いますが、これは別紙

を見ますとですね、下のほうがこれ消費税の率が違

って金額が提示されているということでこれが違っ

ていますよっていうことと、上の部分ですが、これ

は６トン、６トンですね、この使用水量。これ本来

でいくと、５トン８トンというのが、基本水量のや

つがきた数字がありますけれども、これ５トンを過

ぎて６トン、７トンは８トン以下だっていうことで

考えるとこれは、実際は1,962円がゼロ円っていう

ことになるということの確認でいいんですか。

○佐々木修司営業経営課長 家事用の基本料金の体

系は委員おっしゃるとおり、５トンまで５トン以下

８トン以下となっておりまして、６トンの場合です

と、８トンの基本料金を頂くような形になります。

ですが、今回は基本料金を減免ということですの

で、８トン以下は減免、８トンまでの方はゼロにな

るという形が正しい状況になります。

こちらの６トンの記載例でいきますと、上水道料

金10％対象210円、消費税21円という記載が今回減

免されるはずの額ですので、そこの記載が消えまし

て御請求予定額っていうのは、このケースですと、

下水道の基本料のみの1,731円というふうに表示さ

れるのが正しかったということでございます。

○山田庫司郎委員 これが単純にゼロになるんじゃ

なくて、今説明があったように、下水道使用料はこ

れは別ですから、今言われたように上水道料金の中

での整理で金額がこれは違ったということで1,962

円はこれ、間違いないんですか。これでいいです

か、数字は。

○佐々木修司営業経営課長 ６トンの誤りの例を提

示させていただいていますが、1,962円で上水道料

金も表示されていたことが誤りということでして、

正しい表記にするとこのケースの場合は、下水道料

金だけの請求が表示されるのが正しいっていう形に



- 4 -

なります。

そして、仮に下水道は使ってない方ですとゼロと

いうような表記になります。

○山田庫司郎委員 この請求は上下水道、トータル

した請求額になっていますから、今説明あったよう

に、下水道料金はこれ請求がありますから、それ

で、ただ、下水道の使用料は、水道の使用量に基づ

いて下水道の料金も決まってきますから、今説明あ

ったように水道料金は逆にいう６トンの場合はゼロ

円と減免になれば、６トンしか使ってない場合は、

減免になりますからゼロ円だということで、下水道

料金だけの請求になりますよということでいいんで

すか。

○佐々木修司営業経営課長 今おっしゃられたとお

りでございます。

○山田庫司郎委員 きちっと聞いておかなかった

ら、説明つかないのでちょっと確認をさせていただ

きました。

それで今何人かから出たように、減免をですね、

５月、６月ということで、決めて動いた経過もあっ

たので、私も事前にちょっと言っていましたけれど

も、約束したことはやっぱり５月、６月きちっと守

って減免を、市民の減免をするということがやっぱ

り大前提だけれども、プログラムやいろんなものが

更新と重なって、誤ったことで請求しちゃうと、あ

との処置が大変だよということで、ちょっと釘を刺

した経過もありましたけれども、間違いは確かに起

こることもあり得るのだと思いますが、今後の対応

も含めてですね、ここはきちんと対応していただけ

なければ、先ほども出ていたように、やっぱり請求

が来ても信頼がなくなると、これ市民とのやっぱり

関係がぎくしゃくしますから、きちっと信頼を取り

戻してですね、対策も含めて対応をお願いして質疑

を終わります。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、この件につきましてはよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではここで、理事者入替えのため暫時休憩い

たします。

午前10時18分休憩

午前10時20分再開

○小田部照委員長 再開いたします。

それでは次に、議件２、能取湖ホタテ稚貝のへい

死について説明を求めます。

○渡部貴聴水産漁港課長 資料２号を御覧くださ

い。

能取湖におけるホタテ稚貝のへい死について御説

明さしあげます。

（１）概要、能取湖に垂下しておりましたホタテ

稚貝約２億粒の91％のへい死が確認されました。な

お、現状でへい死の要因は確定されておりません。

（２）経緯、令和４年11月末、漁協による稚貝モ

ニタリングの後、結氷による施設被害回避のため施

設を垂下しております。

今年、令和５年３月23日なんですけれども、湖の

氷が解けた後に漁業者が施設を確認しましたとこ

ろ、稚貝がへい死していることを確認してございま

す。

３月25日、この時点で能取湖の船は全部は下架、

要は湖の上に出てはまだ、下りていなかったんです

けれども、船を下ろしている業者によりまして緊急

的に調査を実施しております。

その結果、湖全体で稚貝がへい死していることが

確認されました。

３月29日から４月１日、現況把握のために一斉調

査を実施しております。まず、漁業者によるへい死

状況の調査、それからへい死個体のサンプリング及

び計数、これは北海道にあります網走東部地区水産

技術普及指導所が実施しております。それと、有毒

プランクトン調査、それから病気の調査を網走水産

試験場で実施してございます。

４月３日、被害状況の確定をしております。へい

死個体数１億8,213万8,973個体、へい死率91.1％、

生存個体数1,786万1,027個体、生残率8.9％。

こちら数字はサンプリングから算出した数字とな

ってございます。

被害総額は６億8,310万円。これは稚貝１粒3.45

円で計算した数字になっております。

なお、ここに記載はしておりませんが、有毒プラ

ンクトン調査において、赤潮の原因となるプランク

トンは確認されてございません。

また、病理検査につきましては、検査上ですね、

若干時間がかかりまだ結果が出ている状況ではござ

いませんが、ホタテの外見等からは、今のところ可

能性は薄いだろうというお話を受けてございます。

４月３日、この事態を受けまして、能取湖ホタテ

稚貝へい死対策本部を設置してございます。

目的は能取湖で発生したホタテ稚貝の大量へい死



- 5 -

につきまして、原因の究明や再発防止策を検討し、

ホタテ稚貝漁業の早期復旧と安定化を推進するため

でございます。

構成につきましては、本部長に網走市長水谷洋

一、副本部長としましてオホーツク総合振興局の中

島局長、同じく、副本部長として西網走漁業協同組

合の石館組合長、本部員につきまして、網走水産試

験場の畑山場長、それから東京農業大学の千葉副学

長に入っていただいております。

補足事項といたしまして本部に科学的かつ学術的

な検討を行うため、有識者を含めた委員会を設置す

ることとなってございます。

次のページに移ります。

（３）今後の進め方でございますけれども、「能

取湖ホタテ稚貝へい死対策検討委員会」を設置しま

して、原因の究明と今後の再発防止策、及びモニタ

リング体制について科学的かつ学術的な検討を行い

稚貝漁業のリスクマネジメント体制を構築すること

となってございます。

設置日、これ設置予定ですけれども、令和５年４

月10日を予定しております。

構成につきましては東京農業大学、網走水産試験

場、網走開発建設部、網走市、網走東部地区水産技

術普及指導所、オホーツク総合振興局、事務局につ

きましては、水産漁港課が担うこととなっていま

す。

検討内容でございますが、ホタテ稚貝へい死の原

因究明に関する事項、それから再発防止とモニタリ

ングに関する事項、経営および稚貝生産リスクマネ

ジメントの構築に関する事項、また、その他必要な

事項について、この検討委員会のほうで検討してい

く予定となっております。

同じく、このページにあります下の図につきまし

て説明させていただきますが、左側が能取湖の図に

なっておりますが、斜線部箇所が稚貝を垂下してお

りました中間育成施設の場所になっております。

今のところですね、湖の奥のほうがへい死率が高

くて、湖口に近いほうと比較をしますと生残率が高

いような状況になっております。

右の写真につきましては、籠の中でへい死してい

た稚貝の様子となっております。

私からの説明は以上でございます。

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。

ただいまの説明で質疑等ございませんか。

○永本浩子委員 今回の、このホタテの稚貝のへい

死ということで、本当に西漁組また漁業者の方にも

いろいろとお話を伺いましたけれども、ほぼ全滅、

残っているものももう使えないということで、いま

だかつてない初めての出来事ということだったんで

すけれども、この調査委員会、なかなか先が見えな

い状況かと思いますけれども、どれぐらいの時期に

原因究明等がされるっていうようなことは、まだま

だ見えないような状況なんでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 委員会の目的としまして

は原因究明を挙げてございます。

しかしながら一方で、全国的にもですね、いろい

ろ起きているホタテ稚貝等のへい死については、明

確な実は原因究明というのはされてございません。

その理由っていうのは死んだときの例えば、水質

であるとか、塩分であるとかというデータがないの

で、想定はできるんですけれどもエビデンスを得る

ことができません。

今の段階でも、今回の事象につきましてそういう

議論はあります。特に結氷しているときなので、能

取湖なんかはほかの地区と比べても、いろんなデー

タを持っているんですけれども、結氷しているとど

うしても沖に出られないので、水温は、湖水は今年

は取れたんですけれども、塩分とかＤＯとかです

ね、溶存酸素とかそういうものを採れないものです

から、なかなか原因究明まで行くかどうかっていう

のは非常に難しい状況となっております。

一方で今、10日の日に委員会がありますけれど

も、その中で有識者の方々、様々な知見を持ってい

らっしゃいますので、死んだ要因の絞り込みを行い

まして、そちらについてモニタリング検証を行って

いくというような作業が想定されてございます。

○永本浩子委員 噴火湾のときも、なかなか原因究

明までいかなかったという、これまでの流れもある

ので大変難しい状況かと思いますけれども、しっか

りその辺も進めていただきたいと思います。

漁業者の皆さんが心配されている点のもう一つ

が、死んだ稚貝をどう処理するかっていうところ

で、それにも、まだ明確な方向性が見えていないと

いうことなんですけれども、その辺のところはどう

なのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 委員御指摘のとおり、目

下の漁業者の不安としましては、へい死した稚貝を

どのように処理するかについてでございます。

本件につきましては、当市と西網走漁協とそれか

ら北海道も入った中で、現在、様々な検討、議論を
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行っておりまして、今の段階ではまだ、どのように

処理するかは決まっておりませんが、西網走漁協で

は当初の予定は４月17日から稚貝を出荷する予定で

あったと聞いております。漁業者はやはり早くです

ね、処理をして当然、今年の採苗も始まってくるこ

ともありますから、それまでにはまず、ある程度の

めどをつけたいということですので、私どもといた

しましても可及的に速やかにですね、今後、へい死

した稚貝の処理について検討を進めてまいりたいと

いうふうに思っております。

○永本浩子委員 その辺のところで、法律的にはな

かなか難しいのかもしれませんけれども、漁業者の

一部の方からは能取湖、内水面から海面に切り替わ

ったものの扱い自体は河川ということで、本当だっ

たら、死んだ稚貝もおかまで引き上げるのはなかな

か大変なので、そのままほろって、湖底に沈められ

れば下のほうの泥の状態もある程度抑えられて、本

当だったらそれができると一番ありがたいんだけれ

どもって話もありますが、やはり不法投棄というこ

とになってしまうんでしょうか、そういうの。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、御指摘ありましたよ

うに、おかに上げないままで稚貝を処理するという

ことも、今まで行っております議論の中で出てきて

ございますが、ホタテの殻につきましては、一般廃

棄物になるために今の法的な仕切りの中では直接放

流はできないです。

ただし、水産庁のほうでまとめましたホタテ貝殻

に関するガイドラインというものがあるんですけれ

ども、そちらによりますと、一度、おかに上げて１

年間野積をして粉砕してですね、漁場にまくことは

認められておりますけれども、いずれにしましても

手間のかかることでございます。

さらに、能取湖の中はですね、外海と違って、環

境も違って水の動きも悪いとのことですから、その

貝を海域に戻すこと自体が本当に漁場改善になるの

かどうかっていうことについても、一部の研究者の

ほうからは不安視されている声も聞かれておりま

す。

いずれにしましても、その辺りも含めてですね、

貝殻の処理については検討を進めてまいりたいとい

うふうに思っております。

○永本浩子委員 いろんな角度から検討していただ

いて、漁師の皆さんまた今後のために、一番いい対

応をぜひしていただきたいと思います。

また、漁師の皆さんは稚貝を全く売ることができ

ないということは全く収入がなく、保険も入ってい

なかったということで、この死んだ稚貝の処理、そ

してこの籠の、座布団の、新たにまた５月からやる

ための修理だとか、また買い替えだとかっていうの

が大体１件100万から200万ぐらいはかかるんじゃな

いかというお話も頂いていまして、何とかその辺の

ところだけでも、市や道、国のほうで少し考慮して

いただければというお話も頂いていますけれども、

その辺のところはどのようにお考えでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 これも委員御指摘のとお

り、今回、１籠当たり単純にホタテ稚貝の水揚げだ

けでいきますと約2,000万近い収入がない状況にな

ってございます。

ただ一方で、今、他地区の状況もいろいろ調べて

いるんですけれども、直接的な所得補償というもの

は、やはりどの地域もできないようでですね、さら

には保険に入っていなかった、ホタテ稚貝の保険に

ついては入っているところも入っていないところも

あってですね、いろいろ制度的に問題があるという

ふうには聞いているんですけれども、いずれにしま

しても、非常に困窮した状況であることは、私ども

も認識しております。能取湖におけますホタテ稚貝

の収入っていうものは50％から60％、例えば鮭とか

ですね。ホタテ成貝の本操業が悪ければもっと比重

が大きくなります。このような重要な漁業でありま

すし、また、他地区にも出荷をしていることから、

他地区との信頼関係もございます。いずれにしまし

ても、漁業の早期復興のために、当市としまして

も、現状でも振興局、北海道と協議を進めておりま

すけれども、今４月11日にですね、国のほうにも、

市長と一緒に行きましていろいろと水産庁とも意見

交換をしてくる予定というふうになっております。

○永本浩子委員 市だけでは、なかなか難しい対応

になるかと思いますので、うちの党の国会議員、佐

藤衆議院議員も10日に今、視察に来ていただけると

いうことで、直接また、そういった御相談もしたい

とは思っておりますけれども、何とかこの漁業者の

皆さんがまたしっかり、仕事ができるようにぜひ努

力していただきたいと思っております。

また今回、ほぼほぼ出荷先は紋別関係が大きかっ

たということで、ほかの２か所については、ほぼほ

かのところから、余っている稚貝をもらう形で手は

打てたようなんですけれども、紋別のほうがかなり

量が、うちから行く量が多かったので、少し大変な

状況ということをお聞きしておりますけれども、そ
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の点は今どういう感じになっているんでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 紋別につきましては、当

初の予定で１億5,000万粒を出荷する予定だったん

ですけれども、数が非常に多いため、今のところ全

量をですね、補填するめどがついたということは私

どもも伺っておりません。

○永本浩子委員 紋別も、本当にそうなると３年後

の収入に大きく影響もしてくる、また、西網走漁組

としても、漁師の皆さんたちも３年後の収入に大き

く影響してくるということで、その辺のところも漁

師さんもすごく心配もされておりまして、そしてま

た今回のことで信頼を失って、もううちから買って

もらえなくなるっていうことが起きると、さらに、

被害が大きくなるのではないかということも、心配

されておりましたけれども、その点はどのようにお

考えでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 御指摘のとおり西網走漁

協の稚貝につきましては、ほぼ９割が他地区への出

荷となっておりまして、他の出荷先の漁協と信頼関

係というものが非常に重要になってくるというふう

に認識しております。それは今までの組合との議論

でも、お聞きしておりまして、私どもも同じ認識と

なっております。

そのようなことから今回、委員会ではですね、原

因はまだわからないんですけれども、原因になり得

る要素をピックアップした中で、そちらを当然モニ

タリングもするんですけれども、回避できるものに

ついては回避する対策というものを考えていくリス

クマネジメントをですね、有識者とともに構築をし

ていきたいというふうに思っています。

特に、要因の洗い出しにつきましては、もう今年

の６月から採苗をして９月には、分散をして湖に下

げる状況です。下げるということは、他地区からの

注文が入っているという状況になりますので、なる

べくですね、早い段階で要因を確定できればいいん

ですけれども、確定もしくは絞り出してですね、そ

のリスクを回避するような、生産体制っていうもの

を有識者とともに検討していきたいというふうに考

えております。

○永本浩子委員 なかなか難しいことかと思います

けれどもぜひその辺、しっかり取り組んでいただき

まして、信頼関係が一番大事な部分かと思います。

今回の組合長をはじめ、西漁組の皆さんも相手の

漁協のほうに出向いてきちんと謝罪もされながら向

こうからも、自然災害だからっていうお言葉も頂い

ているようなですけれども、こちらの原因究明の進

み具合等も、今後もきちんと報告もし、連携も取り

ながら、信頼関係をやっぱり築きながら、次に進ん

でいただくことが大事かと思いますので、その辺の

ところも、しっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。

私のほうから以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○平賀貴幸委員 何点か確認させていただきたいと

思います。

水産試験場のほうの有毒プランクトン調査と病理

検査の方なんですけれども、この結果はいつ頃出る

予定なんですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 有毒プランクトン調査に

つきましては、口頭では聞いているんですけれど

も、今10日の委員会の日に詳細な結果が報告される

というふうに思っております。

病理検査につきましては、病理をですね、増やす

ための鑑定培地みたいなものを作ってそこにです

ね、要はホタテの体の中の液をつけて増やしてみる

らしいですけれども、それが３週間から４週間かか

るというふうに言われております。

ですので、３月29日もしくは４月１日に採れば１

か月ぐらいだと思いますので、４月中にはある程度

方向性が出るというふうに予想しております。

○平賀貴幸委員 それをまた参考にしながら対策を

進めていくのだと思いますけれども、引き続きそこ

は水産試験場の調査結果を結構待たなきゃいけない

と思いますので、わかりました。

それから、この資料２号の２ページを見ると、図

があるんですけれども、それぞれ生残率が記載をさ

れています。下のほうはこれ、湖の奥というか、川

が流れてくるところで、上のほうが湖口のほうって

ことですよね。やっぱり奥のほうが生残率が低くな

っていることは単純に考えると、湖の滞留の問題な

のか、あるいは、川から何かがあったのかというふ

うに考えるんですけれども、現状ではなんか想定し

ているものってなんかあるのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 へい死要因についてです

けれども、今、議員が御指摘されたように湖の奥の

ほうが生残率が低くなってございます。

ちょうど死んだのが結氷後から融雪の頃というこ

となので、一つまず考えられる要因としましては、

淡水による影響というものも当然考えられます。

ホタテは、実は非常に淡水に弱くて３分の１海水
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ぐらいであればですね、かなり短い期間で死ぬとい

うことが報告されておりまして、いろいろと知見も

あるんですけれども、そこにつきましては再度東京

農業大学のほうでですね、予定では、来週から水産

科学センターのほう、それから臨海研究センターの

水槽を使って、再現試験をしてみたいということを

思っております。

一方で、その融雪期のですね、塩分の明確な低下

というものが結氷していること、それからこの時期

の冬の能取湖って結氷しても薄かったり、それから

時期が変動したりして、センサーを入れることがで

きません。ですのでエビデンスが、要はないわけな

んですね。何で死んだかということが、そこが非常

に今難しいところですけれども、一つの要因として

はそれが、今事務レベルで協議をしている中では挙

げられています。

もう一つが、お聞きになった方もいるかもしれな

いですが、去年12月23日に大しけがございまして、

それは漁業者自身も今まで経験したことのない大し

けで高潮も重なってですね、紋別では鉄塔が倒れて

停電なんかにもなっているんですけれども、そのし

けの影響もあるのではないかということも言われて

おります。

このようなですね、幾つかの要因をピックアップ

をしていって、それをほかの地区とも比較をしなが

ら、要因を消去していきながらですね、絞っていく

作業というものを10日の日の委員会で有識者のほう

で進めていくことになると思っております。

○平賀貴幸委員 はい、わかりました。

雨が降ったらもう作業中止するぐらいの影響がや

っぱりあるのがホタテですから、そこも一つ考えら

れることは確かにあるんだろうなというのは私も思

います。

ところで、生残率が高い31％ところに網がかかっ

ているんですけれども、採苗器の地域のだっていう

ふうに思っていいのでしょうか。何かちょっと違う

網のように見えるんですけれども。

○渡部貴聴水産漁港課長 これちょっと私の図の作

り方が悪かったのですけれども、左側の３か所は従

前から使っている箇所で、右側、これ新しく近年、

比較的新しく設置された垂下施設の場所でございま

す。従いましてちょっと後から書き足したので、ち

ょっと見え方が違っているだけでございます。施設

的には同じものが入っております。

○平賀貴幸委員 はい、わかりました。

これからその採苗が始まるということで、ちょう

ちんをまた上げてきてってなるんですけれども、心

配なのが、採苗に影響が出ないものだろうかってこ

となんですけれども、その辺はどうなのでしょうか

ね。

○渡部貴聴水産漁港課長 今、要因がわからない中

で全く何とも言えないんですけれども、現状で生き

残っている稚貝が成長しているということ、それか

ら、地まきしているホタテについては、今のところ

へい死が確認されてございません。今ですね、へい

死が確認されているのは垂下していた稚貝だけです

ので、全く影響がないかどうかっていうのは実際に

やっぱり、採苗器を入れてみないとわからない話な

んですが、その辺りを勘案しますと問題はないので

はというふうに思っております。

○平賀貴幸委員 そうであることを願いたいですけ

れども、心配があるなというふうに思います。近年

は、他の漁協さんではあまり余剰をつくらないよう

にしているというお話を聞いています。これ、万が

一のことを考えると、採苗を少し稚貝を余計につく

ってもらって対策、万が一の場合の備えをしておく

とか、何かそんなこともできないのかなあっていう

ふうに、ちょっとこの状況を見ていると感じるので

すけれども、その辺はどうなのでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 御懸念されていることは

ごもっともだと思いますが、一方で、売れなかった

稚貝をどのように処理するかという問題が出てきま

す。それぞれの漁協では、地まきをする面積が決ま

っていますので、１億しかまけないところに１億

3,000万をまいたりすることはできないと思うので

すよね。ですので、そういうこともあって稚貝につ

いては大量に死んだ場合にはですね。全道的に非常

に困窮するというような状況になっております。

なかなかこの問題につきましては、１つの地区だ

けでは解決できなくて何とも言えないんですけれど

も、組合によってはですね、例えば紋別とかもそう

なんですけれども、１単協から全てを買うのではな

くて様々な漁協から、買うことによってリスクヘッ

ジをしているというふうに聞いております。

○平賀貴幸委員 そこはなかなか容易ではないとい

うのは理解はします。

一方で、先ほどもちょっとお話がありましたけれ

ども、これからへい死した稚貝をどう処理するのか

というところが、やはり課題になってくるのだと私

も思います。処理するにしても今の想定だと、一旦
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おかに上げなきゃいけないんだと思うんですよね、

どうしても。そうすると、そこにも人員は必要にな

りますし、確かに座布団は、残念ながらすごく軽い

座布団しか上がってこないという悲しい状態になる

んですけれども、それでもやっぱり人手はいるんで

すよね。費用もかかっていくわけです。

その辺、水産庁にも要請されに17日でしたか、行

かれるということなんですけれども、これなかなか

国の支援というのも、保険に入っていなかったとい

うこともあって難しいのかなというふうに各個のほ

かの地域の事例を見ていると思うんですけれども、

何かその支援を受けられる見通しというのはあって

要請に行くっていう考え方でいいんでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 11日に行くのは要請では

なくて、意見交換の段階でございます。ですので、

御指摘のとおり全くまだ……すみません、今の段階

でめどがどういうような形にすればいいのか、お金

が一応ですね、１件当たり例年でいえば人件費だけ

で100万円ぐらいかかるというふうに聞いておりま

す。

仮にですね、それが生貝ではない、今回は死貝に

なるのでもうちょっと時期を延ばすなり、いろいろ

変わるかもしれないんですけれども、しかしそれは

ゼロになることはないというふうに認識しておりま

す。その辺りのですね、サポートについては、今の

ところちょっとめどが立っていないんですけれど

も、非常に重要なところだと思っておりますので、

関係機関と検討を進めていきたいというふうに思っ

ています。

○平賀貴幸委員 要請や意見交換をしながらです

ね、やっていっていただきたいんですけれども、時

期を逸してはいけないと言いますか、本当にこの状

況を安心しながら、やむを得ないんだけれども、処

理をしなきゃいけないという作業をしてもらわなき

ゃいけないと思うんですよね。せめて、そこの費用

を網走市で専決処分して見ていただくことを私はや

ってもらいたいなというふうに思っているんですけ

れども、その辺は議会に諮る必要はないですから、

ぜひやってほしいんですよね、いかがでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 今の段階でまだですね、

稚貝を上げてくる前にどのように処理をするのかが

決定していない状況です。上げてきてしまっても、

実は上げないほうがよかったとかですね、何とも言

えない状況ですので、まずは、どのように処理する

のかを協議をして方向性が見た段階で当然費用がわ

かってくると思っています。

場合によってはですね今、御提案を頂いたような

ことになるかもしれないのですけれども、その辺り

は、総合的にですね、検討して漁業者が１日も早く

漁業を復興できるように市として積極的に支援して

いきたいというふうに考えており、

○平賀貴幸委員 本当に災害なんですよね。

災害対策としての市の積極的な予算措置っていう

のが、私はこの段階では必要だというふうに思いま

す。

おっしゃるとおり、状況がはっきりしてからにな

るというのは私も理解していますので、ぜひそこは

やっていただきたいと思いますし、この後ですね、

継続的にホタテ稚貝の漁業が能取湖でも、やっぱり

できるようになってくれないとやっぱり困るわけで

す。特に網走湖のワカサギも今年は再開できて、

今、佃煮を作ったりしていて少しよかったな、出来

てよかったなと思っていますけれども、シジミの問

題もあったりして西網走漁協全体にこれ大きな影響

にやはりなっています。直接所得の保障とか経営支

援とか、なかなか難しいというのは確かに理解はで

きるんですけれども、やっぱりせめてね、災害の撤

去費用ですね、対処費用ぐらいは何とか行政で、も

ちろん道や国も支援してくれるならそれはありがた

いですけれども、できなかったらもう網走市でし

て、ぜひ専決処分してほしいと僕は思いますので、

何とか立ち上がっていけるような支援をぜひお願い

したいと思います。

以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

○村椿敏章委員 私からも少し確認させてもらいた

いと思います。

先ほど、挙げられる理由が何点かあるというよう

な、理由ですね、へい死の。今まで能取湖の中でへ

い死っていう例は何回かあったんですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 能取湖におけますホタテ

稚貝のへい死については、すみません、ちょっと年

限が曖昧なんですけれども平成６年ぐらいだと思う

んですが、流氷が湖内に入ってですね、施設を破壊

してへい死した案件があります。直近では、平成19

年に青潮が発生しまして、９月に1,500万粒の稚貝

がへい死した事例がございます。それ以降は大量の

へい死というのはございません。

○村椿敏章委員 素人考えですが、今年の雪解けが

えらい早かった。あれが大きな原因なのかなってち
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ょっと思ったんですけれども、その理由の一つとし

てね泥について、川から流れてくる泥だとか、巻き

上げられる泥ですか、その辺があるのではないかっ

ていうのも、専門家から若干お聞きしたんですが、

そのようなことはあるんでしょうか。

○渡部貴聴水産漁港課長 原因としてはゼロではな

いと思いますが、ここもちょっと私のうろ覚えで大

変恐縮なんですけれども、以前、濁りに対する試験

をしたときにホタテは比較的強いというふうに聞い

たこともございます。ただし一方で、その泥の質に

よっても変わってくると思います。ただ、濁りとか

ですね、そういうものとそれから淡水の影響という

ものが複合的に与えた場合には、単一のインパクト

よりも、非常に効くという実験結果もありますの

で、その辺りも含めてですね、10日の日に議論して

いきたいというふうに思っています。

○村椿敏章委員 はい、わかりました。

それで、要は今回へい死になりましたが、亡くな

っていますけれどもね、この後の採苗ですか、まく

ほうですか、布団に入れる作業、これがあると思う

んですけれども、それは、例年どおり行っていく、

そういう方向で持っていくっていう考えなんですか

ね。

○渡部貴聴水産漁港課長 まくほうですね、稚貝、

今、今回へい死したものはこれから、通常であれば

４月から５月ぐらいに上げて他地区に出荷するもの

と地場でまくものになっております。今、生残して

いる約１億7,000万粒については、やはり、へい死

した個体の１ロットであるので他地区に出すのに、

やはり責任が取れないということで、西網走漁協で

は地場にまくことを考えております。

○村椿敏章委員 生き残った貝はまいていくという

ことで、それともう１つ、稚貝をつくって前の小っ

ちゃいやつを布団、籠に入れるその作業はいつもど

おり行っていくような考えがあるんですか。

○渡部貴聴水産漁港課長 採苗については６月ぐら

いから開始しますので、それは当然予定どおりに実

施するというふうに考えます。

○村椿敏章委員 そうだと思うんです。

漁業者はこの被害がね、来年も起きたら大変なこ

とになるということはかなり危惧はしていると思う

んです。今年も大変ですけれども、来年に向けて今

までどおり作業が続けられないと、大変なことにも

なりますのでその原因がわからないから、進められ

ないんだとか、そういうことにならないようにぜひ

お願いしたいと思います。

以上です。

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

はい、この件はですね、オホーツク海のホタテ栽

培漁業の存続に係る重大な案件ですありますので、

何か状況の進展がありましたらその都度、説明を受

け必要な支援について対策について協議をすると、

場を設けるというような進め方でよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

はい、そのように対応させていただきます。

それでは、これをもちまして総務経済委員会を終

了いたします。

お疲れさまでした。

午前10時55分閉会


